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＊メ ータ ーボッ ク ス 、 バルブボッ ク スの修理も 個人負担です
＊個人で修理する 場合、 小松市指定給水装置工事事業者へ依頼し てく ださ い
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給水装置管理区分図

○官民境界から１ ｍ以内に水道メーターを設置する場合
（ 例： 一般住宅等）

○官民境界から１ ｍ以内に止水栓を設置する場合
（ 例： 集合住宅等）

○道路上に止水栓を設置する場合


